
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

交付決定 

Ｑ．地域子育てバックアップ事業とは？ 

 

地域における創意工夫ある子育て支援の取り組みを促進するため、市内で地域と

一体となって自主的に子育て支援活動に取り組む団体からの申請により、その活動

に係る経費の一部を補助するものです。 

地域での子育て活動

で面白いアイデアが

あるんだけど・・・ 

 

審査委員会で、書類及び 

プレゼンテーションによる審査 

伊丹市教育委員会事務局こども未来部こども未来応援課                 

・ 事業に要する費用の一部が補助さ

れます。 

・ 活動報告会を開催し、団体相互の

交流を深めます。 

たとえば、次のような事業が補助の対象になります。 

＊事業の詳細については、市ＨＰ

「伊丹市地域子育てバックアップ事

業」をご覧ください。 

TEL ０７２－７６４－７７１１ 

市へ申請 

伊伊丹丹市市地地域域子子育育ててババッッククアアッッププ事事業業  

 

子育て交流事業 
 

【対象】就学前児童と保護者が広く

交流できる場を提供し、子

育てに関する情報交換や相

談などを原則として週１回

以上継続的に実施。 

【補助金】参加した子ども１人につ

き月額 800 円 

 

協同保育事業 
 

【対象】就学前児童を対象に、保育士な

ど有資格者を配置して、参加幼

児の保護者が当番制により合同

で保育する事業を原則として週

２回以上継続的に実施。 

【補助金】保育対象の子ども１人につき

月額 800 円 
 

 

その他事業 
 

【対象】就学前児童を対象として

地域において創意工夫あ

る多様な子育て支援活動

を自主的に実施し、市長

が適当と認めた事業。 

【補助金】対象経費の１/3 を超え

ない額 

子育て団体 
（創意工夫ある取り組み） 

※参加者から利用料金を得て事業を実施した場合は、事業に要した経費から利用料収入を差し引いた額が補助対象となります。 

また、団体運営に必要な事務経費として 2，000 円に活動月数を乗じて得た額を補助金として交付します。ただし、予算の範囲内で、1年度

1団体につき 50万円を限度とします。 

 

必要書類を市子育て支援

課まで直接提出してくださ

い。 

注）申請前に事前にご連

絡ください。 

 

   



【【申申請請窓窓口口】】  

市市役役所所 22 階階ここどどもも未未来来応応援援課課  

直直接接申申請請書書類類をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

（（郵郵送送ででのの受受付付ははででききまませせんん。。））  

  

  

【【補補助助金金交交付付申申請請にに必必要要なな書書類類】】  

①①  様様式式第第 11 号号（（伊伊丹丹市市地地域域子子育育ててババッッククアアッッププ事事業業補補助助金金交交付付申申請請書書））  

② 別別紙紙 11（（団団体体調調書書）） 

③ 別別紙紙 22（（事事業業計計画画書書）） 

④ 別別紙紙 33（（収収支支予予算算書書）） 

⑤ 別別紙紙 44（（団団体体構構成成員員（（ススタタッッフフ））名名簿簿）） 

⑥ 団団体体規規約約（（各各団団体体ででごご準準備備くくだだささいい。。））   

  

①①  ～～⑤⑤のの様様式式はは、、市市役役所所 22 階階ここどどもも未未来来応応援援課課にに募募集集期期間間中中常常備備ししてておおりりまますす。。  

ままたた、、市市ＨＨＰＰかかららダダウウンンロローードドすするるここととももででききまますす。。  

  
  

【【募募集集期期間間】】  

令令和和 88 年年 44 月月 11 日日((水水))かからら令令和和 88 年年 55 月月 2299 日日((金金))ままでで  

  

  

【【審審査査方方法法】】  

書書類類審審査査及及びびププレレゼゼンンテテーーシショョンンにによよるる審審査査。。  

審審査査委委員員会会にによよるる審審査査をを経経てて、、市市長長がが適適当当とと認認めめたた団団体体事事業業がが補補助助対対象象ととななりりまますす。。  

  

  

【【補補助助金金のの交交付付方方法法】】  

補補助助金金交交付付対対象象団団体体はは、、年年 44 回回（（77 月月、、1100 月月、、11 月月、、））のの各各月月のの 1100 日日ままででにに 33 月月ににつついいててはは事事業業

完完了了後後 1100 日日以以内内又又はは 33 月月 3311 日日ののいいずずれれかか早早いい日日ままででにに必必要要書書類類をを添添ええてて、、市市長長にに請請求求ししまますす。。  

交交付付決決定定後後、、団団体体のの代代表表者者のの銀銀行行口口座座にに振振りり込込みみまますす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

＜＜連連絡絡先先＞＞  伊伊丹丹市市教教育育委委員員会会事事務務局局ここどどもも未未来来部部ここどどもも未未来来応応援援課課  

〒〒666644--88550033  伊伊丹丹市市千千僧僧 11 丁丁目目 11 番番地地  

ＴＴＥＥＬＬ  007722--776644--77771111  ，，  FFAAXX  007722--778800--33552277  


